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○養父市中小企業融資要綱 

平成17年３月31日 

告示第37号 

養父市中小企業融資要綱（平成16年養父市告示第63号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この告示は、市内の中小企業者が必要とする事業資金の融通を促進し、もって中小

企業の健全な発展を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号）第２条第１項第１号、

第２号、第５号及び第６号に規定する法人又は個人をいう。 

(2) 取扱金融機関 株式会社但馬銀行、但馬信用金庫及びたじま農業協同組合の市内の

店舗をいう。 

（融資制度の種類） 

第３条 この融資制度の種類は、次に掲げる資金とする。 

(1) 事業応援資金（事業支援） 

(2) 事業応援資金（開業支援） 

(3) 事業応援資金（経営革新支援） 

（融資対象者） 

第４条 この融資制度を利用することのできる者は、次のとおりとする。 

(1) 事業応援資金（事業支援） 市税及び国民健康保険税を滞納していない法人又は個

人で、市内で引き続き６か月以上同一事業を経営し、自社の事業を成長・発展させる目

的で新規事業や既存事業の拡大等を行うための融資を希望する者のうち、次のいずれか

の要件を満たす者 

ア 養父市企業支援センター（以下「支援センター」という。）の指導を受け実行性の

高い事業計画を作成した者 

イ ひょうご中小企業技術評価制度の評価を受けた者 

(2) 事業応援資金（開業支援） 市税及び国民健康保険税を滞納していない者で、支援

センターに事業計画の指導、支援等を受けた者。ただし、中小企業信用保険法第２条第

１項第５号及び第６号に規定する者は除く。 
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(3) 事業応援資金（経営革新支援） 市税及び国民健康保険税を滞納していない法人又

は個人で市内で引き続き６か月以上同一事業を経営し、中小企業等経営強化法（平成

11年法律第18号）に基づく経営革新計画の認定を受けた者。ただし、中小企業信用保

険法第２条第１項第５号及び第６号に規定するものは除く。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、制度融資を利用すること

ができない。 

(1) 金融機関から取引停止の処分を受けている者 

(2) 保証協会で行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者 

(3) 許可、認可、免許、登録又は届出などの必要な業種で、その許可、認可及び免許を

受けていない者又は登録済み若しくは届出済みでない者 

(4) 他債務のため法的措置を受けている者 

(5) 資金が融資対象事業に直接利用されないと認められる者 

(6) 営業に関し、公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者 

(7) 返済能力がないと認められる者 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者 

（融資条件） 

第５条 融資制度の融資限度額、融資期間、返済方法、融資利率等の融資条件は、別表のと

おりとする。なお、第３条各号に規定する融資を複数にわたって受ける場合、合計の融資

限度額は8,000万円以内とする。 

２ 融資制度の融資を受け返済中である者は、各資金の融資限度額から未返済金の額を減じ

て得た額を超えない範囲内で、新たに融資を受けることができるものとする。 

３ 第１項の融資利率を変更する場合は、市、取扱金融機関及び商工会と協議のうえ定める。 

（融資手続） 

第６条 融資制度を受けようとする者（以下「融資希望者」という。）は、養父市中小企業

融資申請書（様式第１号）及び添付書類（以下「融資申請書等」という。）を添えて、取

扱金融機関を経由して市長に申請しなければならない。 

２ 取扱金融機関は、融資申請書等の提出があったときは、速やかに融資の可否を決定し、

融資が可能と決定したときは、速やかに融資を実行しなければならない。 

３ 取扱金融機関は、融資審査の結果、融資が不可能と決定したとき、又は融資対象として

不適当と判断したときは、速やかにその旨を市長及び当該融資希望者に通知しなければな

らない。 
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（利子補給金） 

第７条 市長は、第３条各号に規定する融資を受け、返済金を延滞していない者に利子補給

金の交付を行う。 

２ 利子補給金の交付額は、融資利息と同一の計算方法により事業支援と開業支援を年率

0.8％とし、経営革新支援を1.2%とし、融資を受けた日から５年間とする。 

３ 利子補給金を受けようとする者は、毎年２月の末日までに養父市中小企業融資制度利子

補給金交付申請書（様式第２号。以下「交付申請書」という。）により市長に申請しなけ

ればならない。 

４ 利子補給金の算定期間は、毎年１月１日から12月31日までとし、算定期間内に支払わ

れた利子額に対して、第２項の規定により算定された利子補給金を交付するものとする。 

（利子補給金の決定） 

第８条 市長は、前条第３項により交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、

適当であると認めたときは、その旨を養父市中小企業融資利子補給額決定通知書（様式第

３号）により申請者に通知するものとする。 

（利子補給金の交付） 

第９条 市長は、前条の規定に基づき利子補給の金額を決定した後、請求書（様式第４号）

により利子補給金を交付するものとする。 

（融資状況の報告） 

第10条 取扱金融機関は、毎月末の融資状況をとりまとめ、翌月10日までに養父市中小企

業融資実行報告書（様式第５号）及び養父市中小企業融資残高状況報告書（様式第６号）

に当該報告にかかる融資申請書等の写しを添えて市長に報告するものとする。 

（報告及び調査） 

第11条 市長は、融資制度の関係機関及び利用者に対して必要があると認めるときは報告

を求め、又は調査を行うことができる。 

２ 市長は、融資制度の利用者が、この告示の規定に違反して資金を利用していると認めら

れるときは、融資金の全部又は一部の償還を求めることができる。 

（関係機関の協力） 

第12条 融資制度の関係機関は、相互に連絡協調のうえ、融資制度の円滑な実施に務める

ものとする。 

（その他） 

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、養父市中小企業融資要綱の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成17年告示第53号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成17年４月１日より適用する。 

附 則（平成18年告示第67号） 

この告示は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年告示第14号） 

この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年告示第53号） 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年告示第143号） 

この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年告示第48号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年告示第22号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年告示第44号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年告示第７号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成28年７月１日から適用する。 

附 則（平成29年告示第58号） 

この告示は、公布の日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

附 則（令和元年告示第26号） 

この告示は、令和元年９月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この告示による改正後の養父市中小企業融資要綱、養父市国家戦略特別区域農業保証

（通称：養父市アグリ特区保証）融資制度要綱及び養父市令和元年度暖冬対策融資支援補

助金交付要綱における利子補給金の算定期間に関する部分は、令和４年度分については、

令和４年４月１日から令和４年12月31日までに支払われた利子額を対象とし、令和３年

度分までの利子補給金の算定期間については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年告示第32号） 

この告示は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和７年告示第32号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の養父市中小企業融資要綱の規定は、施行日以後に交付申請のあ

った融資について適用し、施行日前に交付申請のあった融資については、なお従前の例に

よる。 

   附 則（令和８年告示第11号） 

 （施行日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の養父市中小企業融資制度を利用した事業者の各融資について

は、なお従前の例による。 

別表（第５条関係） 

融資の種類 事業応援資金 

事業支援 開業支援 経営革新支援 

融資限度額 8,000万円 2,000万円 3,000万円 

融資期間 10年以内 

融資利率 年2.20％ 年0.80％ 年2.20％ 

融資方法 取扱金融機関の定めるところによる 

返済方法 元金均等月賦返済（内据置き1年以内） 
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担保連帯保

証人 

取扱金融機関の定めるところによる 

信用保証 金融機関が必要と認めた場合 
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様式第１号（第６条関係） 

養父市中小企業融資申請書 

 

年  月  日 

養父市長  様 

 

申請者 住  所  

 事業所名  

 代表者名   

 電話番号 （     ）   － 

 

 養父市中小企業融資を受けたいので、養父市中小企業融資要綱第６条の規定により、関係

書類を添えて申請します。 

 

申

請

者

記

入

欄 

希望資金名（希望する資金に○印をつけてください。） 

事業応援資金（事業支援・開業支援・経営革新支援） 

業種 従業員数 希望金融機関名 

 人 

 

(内家族従業員数) 

人 

 

銀行 

信用金庫 

農業協同組合 

 支店 

資本金（元入金） 営業年数 申込金額 

       万円 

借入希望期間 

年 ヵ月 万円 年 ヵ月 

資金使途の概要 所要資金 必要とする理由 

 万円  

 

金

融

機

関

記

入

欄 
金融機関名・支店名 融資実行日 融資額 

 年  月  日 千円① 

融資期間 融資利率 

年  月  日～    年  月  日（  年  ヵ月） 

うち据置期間／    年  月  日から    年  月  日まで（  ヵ月） 
 .  ％ 

返済条件 

     年  月  日を第１回目として、以後毎月   日に、    千円を返済し、 

残額期日返済とする。 

毎回返済額計②     千円  期日返済額③     千円 

添付書類 

1 【共通】市税等の滞納がない証明書 

2 【事業応援資金（事業支援）の場合】養父市企業支援センターの指導を受けた事業計画書 

  又はひょうご中小企業技術評価制度の評価書 

3 【事業応援資金（開業支援）の場合】養父市企業支援センターの指導・支援を受けた事業計画書 

4 【事業応援資金（経営革新支援）の場合】経営革新支援法に基づく認定書の写し及び事業計画書 

5 その他取扱金融機関が必要とする書類 

※②毎回返済額計 

＋③期日返済額＝①融資額 
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様式第５号（第 10条関係） 

年  月  日 

養父市長  様 

 金融機関名・支店名  ㊞ 

 記入担当者名                 

 

養父市中小企業融資実行報告書 

 

このことについて、下記のとおり      年   月分の融資状況を報告します。 

１ 融資状況 （単位：件、円） 

融資資金名 
前月末の融資残高 当月の融資実行額合計 

当月の返済額等合計 
(繰上完済の返済額を含む) 

当月末の融資残高 

件数 金額(a) 件数 金額(b) 件数 金額(c) 件数 金額(a)+(b)-(c) 

設備資金         

運転資金         

季節運転資金         

経営革新支援資金         

事業応援資金         

開業資金         

事業応援資金（事業支援）         

事業応援資金（開業支援）         

事業応援資金（経営革新支

援） 
        

合  計         

２ 当月融資実行の内訳 ※「営業日欄」は約定返済日が休日にあたる場合の返済方法を選択 

融資利用者 
①  
 

② 
 

③ 
 

④ 
 

融資実行日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

融 資 額 円 円 円 円 

融

資

条

件 

初回 
年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

円 円 円 円 

期中 
毎月   日 毎月   日 毎月   日 毎月   日 

円 円 千円 円 

期日 
年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

円 円 円 円 

利 息 前取  ・  後取 前取  ・  後取 前取  ・  後取 前取  ・  後取 

営 業 日 前日  ・  翌日 前日  ・  翌日 前日  ・  翌日 前日  ・  翌日 

３ 当月完済の内訳 ※約定完済の場合は、「繰上完済の返済額欄」の以外を記入 

融資利用者 
① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 

融資実行日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

当初融資額 円 円 円 円 

完 済 日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

繰上完済の
返 済 額 

円 円 円 円 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第10条関係） 

様式第６号（第10条関係） 

 


